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区
の
責
務

　
区
は
、
関
係
機
関
や
地
域
団
体
と

協
力
・
連
携
し
、
公
共
の
場
所
で
の

客
引
き
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る

施
策
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

区
民
等
・
事
業
者
の
責
務

　
区
民
等
・
事
業
者
は
、
区
が
実
施

す
る
公
共
の
場
所
で
の
客
引
き
行

為
等
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

禁
止
す
る
行
為


公
共
の
場
所
で
客
引
き
行
為
等
を

す
る
こ
と


金
銭
そ
の
他
の
利
益
を
供
与
す

る
な
ど
し
て
、
他
人
に
公
共
の
場
所

で
客
引
き
行
為
等
を
さ
せ
る
こ
と

特
定
地
区
の
指
定
と
指
導


区
長
は
、
客
引
き
行
為
等
を
防
止

す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

区
域
を
「
客
引
き
行
為
等
防
止
特
定

地
区
」と
し
て
指
定
で
き
ま
す
。


区
長
ま
た
は
区
長
が
あ
ら
か
じ
め

指
定
す
る
者
は
、
特
定
地
区
で
、
条
例

に
違
反
す
る
行
為
を
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
当
該
行
為
を

中
止
す
る
よ
う
指
導
で
き
ま
す
。

区
の
責
務

　
区
は
、
警
察
・
消
防
等
の
関

係
行
政
機
関
や
地
域
団
体
等

と
連
携
し
、
空
き
家
等
の
管

理
不
全
状
態
の
解
消
と
防
止

に
努
め
ま
す
。

空
き
家
等
の
適
正
管
理

　
空
き
家
等
の
所
有
者
・
管

理
者
等
は
、
所
有
・
管
理
す
る

空
き
家
等
が
管
理
不
全
状
態

に
な
ら
な
い
よ
う
、
常
に
適

正
に
維
持
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

区
が
取
り
組
む
こ
と


空
き
家
等
の
所
有
者
等
の

把
握
と
空
き
家
等
の
状
態
等

に
関
す
る
調
査


建
物
の
管
理
不
全
状
態
を

解
消
す
る
た
め
の
所
有
者
等

へ
の
指
導
・
助
言
・
勧
告
・
命
令


所
有
者
等
が
正
当
な
理
由

な
く
命
令
に
従
わ
な
い
場

合
、
所
有
者
の
氏
名
お
よ
び

命
令
内
容
等
を
公
表


建
物
の
管
理
不
全
状
態
を

解
消
す
る
た
め
の
代
執
行
の

実
施

審
査
会
の
設
置

　
学
識
経
験
者
・
警
察
・
消
防

等
で
構
成
す
る
審
査
会
を

設
置
し
、
空
き
家
等
の
適
正

管
理
を
推
進
す
る
取
り
組

み
に
関
す
る
意
見
を
い
た
だ

き
ま
す
。

　
高
齢
受
給
者
証
（
以
下
「
高
齢

証
」
）
の
負
担
割
合
が
「

2割
」
の

方
の
「

1割
据
え
置
き
」
が
、

1年

延
長
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
高
齢
証
の
負
担
割
合
が

「

2割
（
た
だ
し
、
平
成

25年

3月

31日
ま
で
は

1割
）」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
方
は
、
高
齢
証
の
有
効

期
限
（
平
成

25年

7月

31日
）
ま

で
「

1割
」
と
な
り
ま
す
。
該
当
の

方
に
は
、「

2割
（
た
だ
し
、
平
成

25年

7月

31日
ま
で
は

1割
）」

と
記
載
し
た
新
し
い
高
齢
証
を

3月

19日
に
発
送
し
ま
し
た
。

4

月

1日

～

7月

31日

は
、
今

回
お
送
り
し
た
高
齢
証
と
国
民

健
康
保
険
証
を
併
せ
て
医
療
機
関

等
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
古
い

高
齢
証
は
、
同
封
し
た
返
送
用
封

筒
で
必
ず
ご
返
送
く
だ
さ
い
。



8月

1日

か
ら
の
負
担
割
合

　

24年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て

負
担
割
合
を
判
定
し
ま
す
。
負
担

割
合
が
「

2割
」
の
方
に
は
「

2割

（
た
だ
し
、
平
成

26年

3月

31日

ま
で
は

1割
）
」
と
記
載
し
た
高

齢
証
、「

3割
」
の
方
に
は
「

3割
」

と
記
載
し
た
高
齢
証
を
、

7月
下

旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国

保
資
格
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5

2
7
3）

4
1
4
6へ

。

　

保
険
料
の
納
付
が
遅
れ
て
い
る
方
へ

　
未
納
の
状
態
が
続
く
と
次
回
の
保

険
証
更
新
時
に
、
通
常
よ
り
有
効
期
限

の
短
い
保
険
証
や
資
格
証
明
書
に
切

り
替
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
相
談

と
保
険
料
の
お
支
払
い
に
お
い
で
く
だ

さ
い
。

【
日
時
】

4月

14日

・

5月

26日

・

6

月

30日

、
い
ず
れ
も
午
前

9時
～
午
後

5時

※

4月

14日
・

6月

30日
は
区
役
所
本
庁

舎
夜
間
通
用
口
（
建
物
裏
側
地
下

1階
）

か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。

※

5月

26日
は
休
日
窓
口
開
庁
日
の
た

め
、
本
庁
舎

1階
出
入
口
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
会
場
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
納
付

相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

3
8
7
3・

4
5
3
0へ

。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓
口
を
延

長
し
て
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」
の
運
営
主
体
と
し
て

19年

3

月

1日
に
設
立
さ
れ
た
特
別
地
方
公
共
団
体
で
、

都
内

62区
市
町
村
が
加
入
し
て
い
ま
す
。
　

同
広
域
連
合
議
会
定
例
会
で
、

25年
度
予
算
案

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

★

25年
度
予
算
（

1兆

1千

551億

389万

2千
円
）

　

一
般
会
計
予
算

　
（

49億

3千

349万

4千
円
）

【
主
な
内
容
】▼
歳
入
…
区
市
町
村
が
事
務
経
費
と

し
て
負
担
す
る
分
担
金
・
負
担
金
（

40億

4千

876万

9千
円
）
、▼
歳
出
…
特
別
会
計
へ
繰
り
出
す
民
生

費（

44億

131万

5千
円
）

　

特
別
会
計
予
算

　
（

1兆

1千

501億

7千

39万

8千
円
）

【
主
な
内
容
】 ▼
歳
入
…
現
役
世
代
が
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険
か
ら
の
支
払
基
金
交
付
金
（

5千

159

億

3千

543万
円
）
、▼
歳
出
…
医
療
機
関
へ
支
払
う

診
療
報
酬
等
の
保
険
給
付
費
（

1兆

1千

383億

6

千

362万

8千
円
）

【
問
合
せ
】
同
広
域
連
合
企
画
調
整
課

（

3
2
2

2）
4
4
9
6へ

。

　

4月
・

6月
・

8月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
引
き
落

と
し
（
天
引
き
）
に
な
る
保
険
料
の
お
知
ら
せ
を
、

4月

1日

に
発
送
し
ま
す
。

25年
度
の
保
険
料
は
、

24年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て

決
ま
り
ま
す
。

24年
中
の
所
得
は

6月
に
確
定
し
ま
す
。

24年
中
の
所
得
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
の

4月
・

6月
・

8月
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
の
方
は
、

25

年

2月
支
給
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
た
金
額
と
同

額
を
引
き
落
と
し
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方

は
、

23年
中
の
所
得
を
基
に
調
整
し
た
金
額
を
引
き
落

と
し
ま
す
。

　

24年
中
の
所
得
の
確
定
後
に
、
あ
ら
た
め
て

25年
度

の
保
険
料
を
計
算
し
、
国
民
健
康
保
険
料
は

6月
中
旬
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は

7月
中
旬
に
、

25年
度
の

保
険
料
を
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

※
保
険
料
の
支
払
い
が
「
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
」
以
外

の
方
へ
は
、

24年
中
の
所
得
の
確
定
後
に
保
険
料
額
を

計
算
し
、
国
民
健
康
保
険
料
は

6月
中
旬
、後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
は

7月
中
旬
に
保
険
料
の
額
を
お
知
ら
せ

す
る
予
定
で
す
。

　

「
年
金
引
き
落
と
し
」
か
ら
「
口
座
振
替
」
へ
の
変
更

　
保
険
料
の
支
払
い
は
、
申
し
出
に
よ
り

8月
以
降
、

「
年
金
引
き
落
と
し
」
か
ら
「
口
座
振
替
」
に
変
更
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】▼
国
民
健
康
保
険
料
の
算
定
…
医
療
保
険
年

金
課
国
保
資
格
係

（

5
2
7
3）

4
1
4
6、

▼
国
民

健
康
保
険
料
の
口
座
振
替
…
医
療
保
険
年
金
課
国
保
収

納
係

（

5
2
7
3）

4
1
5
8、

▼
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
…
高
齢
者
医
療
担
当
課
高
齢
者
医
療
係

（

5
2
7
3）

4
5
6
2（

い
ず
れ
も
本
庁
舎

4階
）へ
。

25年度の保険料のお知らせをお送りします

高
齢
受
給
者
証
を
お
送
り
し
ま
し
た

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

25年
度
の
予
算

国国民民健健康康保保険険料料・・後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料がが年年金金かからら引引きき落落ととさされれてていいるる方方へへ

　
民
間
の
建
築
物
等
は
本
来
、
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
等
が
適

正
に
管
理
す
べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
、
近
年
、
所
有
者
等
が
適

正
な
管
理
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
、
危
険
な
空
き
家
や
い
わ
ゆ

る
「
ご
み
屋
敷
」
の
発
生
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
老
朽
化
し

た
空
き
家
等
が
、
震
災
等
に
よ
り
倒
壊
す
る
危
険
性
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

犯
罪
や
建
築
物
の
火
災
・
倒
壊
、周
辺
の
生
活
環
境
へ
の
著
し

い
悪
影
響
を
防
ぎ
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し

を
確
保
す
る
た
め
、
区
で
は
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
空

き
家
や
い
わ
ゆ
る「
ご
み
屋
敷
」の
適
正
な
管
理
を
推
進
し
ま
す
。

　
区
で
は
、
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
、
訪
れ
る
方
も
心
か
ら
愛
着
を
持
て
る

ま
ち
の
実
現
を
目
指
し
て
、
新
た
に

2つ
の
条
例
の
制
定
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト（
意
見
公
募
）
に
よ
り
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
伺
い
ま
す
。
現
在
検
討
し
て

い
る
条
例
の
制
定
内
容
は
、
危
機
管
理
課
・
広
聴
担
当
課
（
本
庁
舎

3階
）・
区
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎

1

階
）・
特
別
出
張
所
で
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
問
合
せ
】危
機
管
理
課
危
機
管
理
係
（
〒

1
6
0・

8
4
8
4歌

舞
伎
町

1―

4―

1、
本
庁
舎

4階
）

（

5

2
7
3）

4
5
9
2・

（

3
2
0
9）

4
0
6
9へ

。

　
ご
意
見
に
は
条
例
名
・

住
所
・
氏
名
の
ほ
か
、
区

内
在
勤
・
在
学
の
方
は
勤

務
先
・
学
校
の
名
称
・
所

在
地
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い（
氏
名
等
の
個
人
情

報
は
公
表
し
ま
せ
ん
）
。

【
提
出
先
】

4月

22日


ま
で
に
危
機
管
理
課
危

機
管
理
係
へ
郵
送
（
必

着
）・
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た

は
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
新

宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
受
け
付
け
ま
す
。

パブリック・コメント制度（意見公募）

（
仮
称
）新
宿
区
公
共
の
場
所
に
お
け
る

客
引
き
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例

（
仮
称
）新
宿
区
空
き
家
等
の

適
正
管
理
に
関
す
る
条
例

（
仮
称
）新
宿
区
公
共
の
場
所
に
お
け
る

客
引
き
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例

（
仮
称
）新
宿
区
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例

条
例
の
制
定
に
向
け
て
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　
区
内
の
公
共
の
場
所
で
の
居
酒
屋
・
カ
ラ
オ
ケ
・
風
俗
店
等
の
悪
質
な
客
引
き

や
、風
俗
営
業
等
へ
の
勧
誘
（
ス
カ
ウ
ト
）が
、区
民
の
皆
さ
ん
や
来
街
者
に
不
快

感
を
与
え
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
客
引
き
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
実
施
し

て
い
る
商
店
会
等
も
対
応
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

　
誰
も
が
安
全
と
安
心
を
感
じ
ら
れ
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
地
域
の

皆
さ
ん
や
警
察
等
と
の
連
携
を
さ
ら
に
強
化
し
、
繁
華
街
で
の
悪
質
な
客
引

き
や
勧
誘
等
の
防
止
を
進
め
ま
す
。

国
民
健
康
保
険

国民健康保険料 休日納付相談

※
客
引
き
行
為
等
と
は

▼
①
酒
類
を
提
供
す
る
飲
食
店
（
居
酒

屋
・
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
・
キ
ャ
バ
ク
ラ
等
）、カ
ラ

オ
ケ
店
、性
風
俗
店（
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
マ
ッ

サ
ー
ジ
・
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
等
）の
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
客
引
き
す
る
こ
と
、
▼
②
性

風
俗
店
や
接
待
を
し
て
酒
類
を
提
供
す

る
飲
食
店（
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
・
キ
ャ
バ
ク
ラ

等
）
で
働
く
よ
う
勧
誘
し
た
り
、
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
等
に
出
演
す
る
よ
う
勧
誘
す

る
こ
と
、 ▼
③
前
記
①
②
の
客
引
き
や
勧

誘
を
す
る
目
的
で
、当
該
行
為
の
相
手
方

と
な
る
者
を
待
つ
こ
と

条
例
の
制
定
内
容

条
例
の
制
定
内
容

箱
根
つ
つ
じ
荘

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
八
ヶ
岳

6月

1日
～

7月

20日
宿
泊
分
区
民
保
養
施
設
の
利
用
申
し
込
み
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